
第１節

第４次基本計画の策定の経緯

１．第４次基本計画の検討開始までの主な取組

　障害者施策に関する基本法としての位置付けを有する我が国初の法律として、昭和45（1970）年に
心身障害者対策基本法（昭和45年法律第84号）が制定された。同法は、心身障害者対策の総合的推進
を図ることを目的として、心身障害者の福祉に関する施策の基本となる事項等を定めており、心身障
害があるため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者を「心身障害者」と位置付
けていた。
　平成５（1993）年、同法は障害者基本法に改正され、従来の心身障害者に加え、精神障害により長
期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者についても、新たに「障害者」と位置付け
られることとなった。さらに、法の目的も、障害者の自立とあらゆる分野の活動への参加の促進に改め
られた。
　その後、平成16（2004）年の改正では、障害者差別等をしてはならない旨が基本的理念として新た
に規定されるとともに、中央障害者施策推進協議会が創設された。さらに、平成23（2011）年の改正
では、障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環として、いわゆる「社会モデル」の考え方や
「合理的配慮」の概念が新たに取り入れられるとともに、国内において障害者基本計画の実施状況を
監視し、勧告を行う機関として、障害者政策委員会が新たに設置された。
　この障害者基本法に基づき、平成25（2013）年９月に「障害者基本計画（第３次）」（以下「第３次
基本計画」という。）が閣議決定された。第３次基本計画では、各分野に共通する横断的視点として、
「障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援」、「当事者本位の総合的な支援」、「障害特性等に配慮
した支援」、「アクセシビリティ（※１）の向上」及び「総合的かつ計画的な取組の推進」の５点が掲げ
られるとともに、10の分野ごとに基本的考え方や具体的な取組が示されており、障害者政策委員会に
おける実施状況の監視を経ながら、それぞれの分野において、同計画に基づき着実に取組が進められ
た。

２．障害者政策委員会における検討

　第３次基本計画の計画期間が平成29（2017）年度をもって満了することを踏まえ、障害者政策委員
会において、平成28（2016）年10月以降、「障害者基本計画（第４次）」（以下「第４次基本計画」と
いう。）の策定に向けた精力的な調査審議が行われた。
　我が国の障害者施策の分野においては、2020年東京パラリンピックの開催決定、障害者権利条約の
批准、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）（以下「障害者差別 
解消法」という。）の施行等の大きな動きがあり、障害者政策委員会における調査審議においては、こ
うした動向も踏まえつつ、第４次基本計画が第３次基本計画から質的な深化を遂げたものとなるよう、

※１：アクセシビリティ
　　　 施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのこと。
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障害者施策の大きな方向性や取り組むべき政策課題等について、大局的・俯瞰的見地より議論が行わ
れた。
　その結果、計11回にわたる審議を経て、平成30（2018）年２月、「障害者基本計画（第４次）の策
定に向けた障害者政策委員会意見」が取りまとめられた。

３．第４次基本計画の策定

　政府においては、障害者政策委員会の意見に即して第４次基本計画の案を作成し、パブリックコメ
ントを経て、平成30（2018）年３月30日に第４次基本計画を閣議決定した。

第２節

第４次基本計画の位置付け及び構成

１．第４次基本計画の位置付け

　第４次基本計画は、障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第１項の規定に基づき、障害者の
自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるものであ
り、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置付けられている。

２．第４次基本計画の対象期間

　第４次基本計画は、平成30（2018）年度からの５年間を対象としている。

３．第４次基本計画の構成

　第４次基本計画は、「Ⅰ　障害者基本計画（第４次）について」、「Ⅱ　基本的な考え方」及び「Ⅲ
　各分野における障害者施策の基本的な方向」で構成されている。
　「Ⅱ　基本的な考え方」では、計画全体の基本理念及び基本原則を示すとともに、各分野に共通す
る横断的視点や、施策の円滑な推進に向けた考え方を示している。
　「Ⅲ　各分野における障害者施策の基本的な方向」では、障害者の自立及び社会参加の支援等のた
めの施策を11の分野に整理し、それぞれの分野について、第４次基本計画の対象期間に政府が講ずる
施策の基本的な方向を示すとともに、関連する様々な施策を記載している。
第４次基本計画の概要については、図表１-１のとおりである。
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　第４次基本計画の位置付け及び構成第２節第１章　障害者施策の総合的かつ計画的な推進―新たな障害者基本計画（第４次）の策定―
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○当事者本位の総合的･分野横断的な支援
○ 障害のある女性、子供、高齢者の複合的な困難や障害特性等に配慮したきめ細かい支援
○ 障害者団体や経済団体とも連携した社会全体における取組の推進
○ 「命の大切さ」等に関する理解の促進、社会全体における「心のバリアフリー」の取組の推進

Ⅳ　総論の主な内容

１． 2020年東京パラリンピックも契機として、社会のバリア（社会的障壁）除去をより強力に推進
　○社会のあらゆる場面で、アクセシビリティ（※）向上の視点を取り入れていく
　　（※） アクセシビリティ： 施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのこと。
　○アクセシビリティに配慮したICT等の新技術を積極的に導入

２．障害者権利条約の理念を尊重し、整合性を確保
　　（※） 障害者権利条約： 我が国は平成26年に批准。障害当事者の主体的な参画等を理念とする。
　○障害者施策の意思決定過程における障害者の参画、障害者本人による意思決定の支援

３．障害者差別の解消に向けた取組を着実に推進
　○ 障害者差別解消法の実効性確保のため、各分野でハード･ソフト両面から差別解消に向けた環境整
備を着実に推進

 ４．着実かつ効果的な実施のための成果目標を充実

Ⅲ　基本的方向

■図表１-１　第４次障害者基本計画　概要

第４次障害者基本計画　概要

位置付け：政府が講ずる障害者施策の最も基本的な計画（障害者基本法第11条に基づき策定）

計画期間：平成30（2018）年度からの５年間

検討経緯： 障害者政策委員会（障害当事者等で構成される内閣府の法定審議会）での１年以上にわ
たる審議を経て、平成30年２月に取りまとめられた障害者政策委員会の意見に即して、
政府で基本計画案を作成

Ⅰ　第４次障害者基本計画とは

　共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力
を最大限発揮して自己実現できるよう支援

Ⅱ　基本理念 （計画の目的）
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５．自立した生活の支援・意思決定支援の推進

○本人の決定を尊重する意思決定支援の実施
○身近な地域で相談支援を受けられる体制の構築
　・障害種別や年齢、性別等に対応した相談支援　　・発達障害者等へのピアサポートの推進
○地域生活への移行の支援
　 ・一人暮らしを支える「自立生活援助」サービスの導入
○障害のある子供への支援の充実
　・医療的ケアが必要な障害児への包括的支援
○身体障害者補助犬の普及促進、福祉用具等の普及促進･研究開発
○障害福祉サービスの質の向上、人材の育成･確保
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１．安全・安心な生活環境の整備

○安全に安心して生活できる住環境の整備
　・住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給促進
○移動しやすい環境の整備
　・公共交通機関のバリアフリー化（ホームドア等）
○障害者に配慮したまちづくりの推進
　・ICTを活用した歩行者移動支援

３．防災、防犯等の推進

○災害発生時における障害特性に配慮した支援
　・福祉避難所、車いす利用者も使える仮設住宅の確保
　・音声によらない119番通報、障害特性に配慮した災害時の情報伝達体制
○防犯対策や消費者トラブル防止の推進
　・Eメール等での110番通報、障害特性に配慮した消費者相談
　・障害者支援施設の安全体制確保

２．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

○障害者に配慮した情報通信･放送･出版の普及
　・聴覚障害者向け電話リレーサービスの体制構築
○意思疎通支援の人材育成やサービスの利用促進
　・手話通訳者や点訳者等の育成、確保、派遣

４．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

○社会のあらゆる場面における障害者差別の解消
　・障害者にも配慮した施設整備やサービス･情報提供等の一層の促進
　・障害者差別解消に係る地域協議会の設置促進
○障害者虐待の防止、障害者の権利擁護
　・相談支援専門員等による障害者虐待の未然防止

Ⅴ　各論の主な内容
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　第４次基本計画の位置付け及び構成第２節第１章　障害者施策の総合的かつ計画的な推進―新たな障害者基本計画（第４次）の策定―



６．保健・医療の推進

○精神障害者の早期退院と地域移行、社会的入院の解消
　・退院後の精神障害者の支援
○地域医療体制
　 ・身近な地域で医療、リハビリを受けられる体制の充実 
○研究開発等の推進
　・最新技術を活用した自立支援機器の開発　　・難病治療法の研究開発

７．行政等における配慮の充実

○司法手続や選挙における合理的配慮の提供等
　・障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実
○アクセシビリティに配慮した行政情報の提供
　・行政機関の窓口での配慮　
　・ウェブサイトにおけるキーボード操作対応や動画への字幕･音声解説の付与等の配慮

８．雇用・就業、経済的自立の支援

○総合的な就労支援
　・雇用前･後の一貫した支援、就業･生活両面の一体的支援
　・精神障害者の雇用促進、就労定着支援による職場定着の推進
○多様な就業機会の確保
　・テレワーク等の柔軟な働き方の推進　　・福祉的就労の質の向上･底上げ（工賃向上）
　・農業分野の就労支援

９．教育の振興

○誰もが可能な限り共に教育を受けられる仕組みの整備
　 ・個別の指導計画･教育支援計画の活用を通じた全ての学校における特別支援教育の充実
○障害のある学生の支援
　・各大学での支援部署の設置、支援人材の養成、就職支援
○障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実
　・障害者の各ライフステージにおける学びの支援

10．文化芸術活動・スポーツ等の振興 

○障害者の芸術文化活動への参加
　 ・特別支援学校での質の高い文化芸術の体験
○障害者スポーツの普及及びアスリートの育成強化
　・パラリンピック等のアスリートの育成強化

11．国際社会での協力・連携の推進

○国際的協調の下での障害者施策の推進
○文化芸術･スポーツを含む障害者の国際交流の推進
　・障害者の文化芸術など日本の多様な魅力を発信
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